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拝啓、いつも連絡会活動にご理解とご支援をいただき、大変ありがとうございます。 
この挨拶文は、2020 年度に蓼科観光株式会社が行った管理費の 6 割値上げに対して、 

連絡会の反対意向に賛同して会社要求に応ぜず、会主張の管理費をお支払いいただいてこ

られた会員にお知らせするものです。該当されない会員の方は、破棄をされてください。 
 

さて、蓼科観光株式会社の代理人濱田弁護士事務所から 2020・2021 年の管理費差額の

督促状が舞い込み、一部の会員の方からは連絡会にお問い合わせもいただきました。会で

はこの督促に対して従来通りの管理費 6 割値上げの無効と、債務者ではないと主張する考

えですが、今回は弁護士事務所からの書状であるのと、法的手段を講じる“脅し”付きでも

ありますので、早速会員の小澤弁護士にご相談をしております。小澤先生も美濃戸に滞在

中で、直接文書を確認できていませんので、今しばらくお時間をいただいてそのお考をお

聞きし、及び連絡会としての考えを纏めますので、再度のご連絡を差し上げるまで暫くお

待ちいただきますようお願いを申し上げます。                 敬具 
 
 

 
 

  


